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国会で落ち着いた議論をするには 

首相による解散権の制限が必要   
 

アメリカのトランプ大統領は政権発足直後

に、 中東・アフリカ諸国からの入国を禁止す

るなどの大統領令を出しましたが、違憲の疑

いがあるとして裁判所から停止命令が下され

ています。米国国内政治は上手くいっている

とは言えません。けれども安全保障では、シ

リアの空軍基地を巡航ミサイルで攻撃し、ア

フガニスタンでは核兵器以外では最強の爆弾

を使用しました。また、朝鮮半島近海に航空

母艦を展開させるなど圧倒的な軍事力を誇示

しています。 

以上のことから、では、アメリカ大統領の

権限の強さは実際にはどの程度のものかとい

う疑問を持つ人も多いでしょう。アメリカ大

統領は、閣僚の任命権や最高裁判所判事の指

名権、条約の締結権のほか、米軍の最高司令

官としての指揮権を持っています。 

ところが、アメリカ大統領には、予算関連

法案も含めて法案を提出する権限はありませ

ん。法案提出権限は連邦議会の上下両院だけ

にしかなく、大統領は施政方針演説を通じて

上下両院に大統領の方針に沿った法案を提出

するように促すことができるだけなのです。 

アメリカ大統領の権限は一見すると極めて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大きいように思えますが、アメリカでは行政

（大統領）、立法（連邦議会）、司法（裁判所）

という三権がバランス良く分立していて、一

つの権力だけが突出するようなことはないの

です。トランプ大統領は国防費を約６兆円増

やしたいと考えていますが、予算編成権を持

つ議会が認めない限り、国防費の増額は果た

せません。大統領がいくら自分の信念を語っ

たとしても議会の協力がなければ、その信念

を政策的に実現することはできないのです。 

 それでもアメリカ大統領は最高司令官とし

て世界最強の米軍を自由に動かせる指揮権を

持っていることが、他国からは強い指導者と

映るのでしょう。 

 

●首相が自由に行使できる衆議院解散権 

 一方、我が国ではどうでしょうか。首相の

権力は圧倒的で、官僚も与党議員もマスコミ

も業界団体も、首相に対して異議を申し立て

ることに臆病になってしまいました。そして

官邸を向いて「忖度」するようにもなったの

です。 

 こうなった理由にはまず、１９９６年の衆

議院総選挙から小選挙区制と政党運営を国費

によって賄う政党助成金が導入されたことに 

よって、候補者の公認権と党の資金の配分権
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ベトナム、タイ、インドネシアの青年が病院や介
護施設で研修を受けながら、日本人と同様の試験
に合格して、看護師や介護福祉士として働いてい
ます。先日、彼らが働く病院を視察し、日本語で
意見交換をしました。お年寄りを敬う気持ちが強
く、患者さんからも信頼されています。今後、当
たり前となる日本の風景と思います。 

 

 



が派閥や労働組合から党執行部に移ったとい

うことがあります。会社でもそうですが、金

と人事を握ることが組織を掌握する要諦です。

特に政権与党の場合、党執行部のトップであ

る総裁が首相なので、党つまり与党議員も首

相に従わざるを得なくなりました。 

次が、２００１年に官邸に直属する内閣府

が設置されたことです。私も内閣府副大臣を

務めたので分かるのですが、内閣府には複数

の省庁が関係する問題に対して各省庁よりも

一段高い立場から政策の総合調整を行うとい

う権限が与えられました。その目的であった、

いわゆる縦割り行政の弊害は確かに緩和され

たものの、一方で首相官邸による政治主導も

実質的により強化されたのです。 

最後が、２０１４年に内閣官房に内閣人事

局が設けられ、首相官邸が省庁の幹部人事を

直接動かせるようになったことです。従来は

各省庁内でその幹部の人事を決めていて、と

きには省庁が首相官邸と違う見解を表明する

こともありました。今やそんなことはできま

せん。内閣人事局の設置は日本の政治制度に

おける「静かな革命」ともいわれています。 

 

●衆議院議員の実質的な任期はわずか３年 

日本の首相の権限の強さはアメリカ大統領

以上なのです。もっとも、ここまでならば政

治主導という点で肯定されるでしょう。日進

月歩で先端技術が発展し国際環境も大きく変

わってきた今日においては、政治が迅速に意

思決定をしていくことは当然でもあります。 

しかし、首相の権限が強くなったからこそ、

政府を監視し、国民の権利を守る、議会とし

ての権能強化も必要になってきたと言えます。 

先進国ではイギリスでもドイツでも首相の

解散権が制限されています。ドイツでは、度

重なる解散がヒトラーの台頭を招いたことへ

の反省から首相の解散権を戦後ずっと制限し

てきました。イギリスは、２０１１年に議会

固定法が成立し首相の自由な判断で解散でき

なくなっています。また、イタリアやフラン

スでは、自由に解散を行うことは一般的では

ありません。 

このように他の先進国では解散権を制限し

ているのですから、日本でも解散は内閣が不

信任されたときと、新たに衆議院の決議で解

散を求めたときだけに限定してはどうでしょ

うか。つまり、首相の解散権を制限すること

で衆議院議員として解散を意識する必要がな

くなります。そのことは、立法府と行政府と

関係を質的に変化させます。 

 

●憲法改正によって首相の解散権を制限する 

衆議院で内閣不信任案が議決されると、首

相は「解散」か「内閣総辞職」のどちらかを

選ぶことになります。この場合の解散は、首

相の恣意的な判断での解散ではありません。

ところが現実には、首相は憲法第７条に基い

ていつでも衆議院を解散できるのです。第７

条で、内閣の助言と承認により天皇が行う国

事行為の一つとしての「衆議院の解散」が定

められているからですが、とすれば首相の恣

意的な判断での解散を避けるには、この規定

に制限を科さなくてはなりません。 

その上で、私は「衆議院の自律解散」とい

う考え方を提唱したいと思います。これは、

今回、ＥＵ離脱を強く支持するかどうかにつ

いて総選挙で国民に問うためにイギリス議会

が３分の２の賛成で自律的に解散したのと同

じ制度を導入するということです。我が国で

の「衆議院の自律解散」の実現には憲法改正

が必要ですが、それは立法府の権能を強化し、

政府への監視機能を強め、国民の権利を守る

ために欠かせないものだと考えます。 


